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  山口市中学校部活動地域移行推進協議会設置要綱の改正について 

 

１． 改正理由 

本市における令和８年４月の組織改編により、協議会の庶務を担当していた市長部局の交流創造部

「部活動地域移行推進室」が教育委員会事務局へ移管され、「地域クラブ活動推進室」に改称したことか

ら、要綱の関係規定を整理し、所管部署を変更する。 

２． 改正内容 

上記の変更により、会長を交流創造部長から教育委員会事務局部長、副会長を教育委員会事務局部

長から交流創造部長へ改める。 

協議会の庶務を処理する部署について、交流創造部部活動地域移行推進室を教育委員会事務局地

域クラブ活動推進室に改める。 

 

３． 施行期日 

令和８年４月１日 
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